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い じ め 問 題 ＜要点版＞ 

 

 ※「いじめは絶対許さない」という教師の姿勢こそがいじめ撲滅の鍵である。 

 

１ いじめの定義 

  ◎当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、   

精神的な苦痛を感じているもの。 

２ いじめのシグナル 

 

・遊びの中に「いじめ」あり 

・「仲たがい」か「いじめ」か 

・授業中の発言を封じ込める雰囲気 

 

 

 

・保健室の出入りや、訳もなく体の不調を訴えること 

  が多い生徒 

・怠学・不登校の原因 

・しつこいからかい・嫌がらせ 

 

 

３ いじめの発見と素早い対応 

（１）いじめ発見の方法 

  ・保護者の訴え       ・本人からの訴え      ・周囲からの通報 

  ・教師の発見                ・アンケート調査  等 

（２）素早い対応 

 いじめに対する取り組みは、立ち上がりを早くしなければ、被害を受けている生徒やその保護

者、通報した生徒の不信感を招く。 

４ 集団指導体制で 

          学 級     生徒指導委員会     教 頭    学校長 

◎いじめは扱いが微妙であり、アフターケアーの必要度も大きい。担任だけで解決しようと せ

ず、集団指導体制を取ることが大切である。 
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  所属する生徒 

  集団への指導 

 

 

 

 

 

 

  双方の保護者 

   への連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加害生徒 

  の把握 
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 対 応 策 

 

     

 

  

   生徒への継続的指導 

  教職員の集団指導体制 

 

  

  連 絡 

  報 告 

 

  

  関係機関との連携 

  継  続   指 導 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


